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○

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前

欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
）

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
）

第
七
十
条
の
二

［
略
］

第
七
十
条
の
二

［
同
上
］

２
～
６

［
略
］

２
～
６

［
同
上
］

７

法
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
取
引
所
金
融

７

法
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
取
引
所
金
融

商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
若
し
く
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（

商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
若
し
く
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（

当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
の
業
務
規
程
で
定

当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
の
業
務
規
程
で
定

め
る
売
買
立
会
又
は
立
会
に
よ
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
取
引

め
る
売
買
立
会
又
は
立
会
に
よ
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
取
引

の
委
託
の
取
次
ぎ
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
社
内
取

の
委
託
の
取
次
ぎ
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
社
内
取

引
シ
ス
テ
ム
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
そ
の
他
の
者
が
、
電
子
情
報
処
理

引
シ
ス
テ
ム
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
そ
の
他
の
者
が
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
、
同
時
に
多
数
の
者
を
一
方
の
当
事
者
又
は
各
当
事
者
と
し

組
織
を
使
用
し
て
、
同
時
に
多
数
の
者
を
一
方
の
当
事
者
又
は
各
当
事
者
と
し

て
、
当
該
有
価
証
券
の
売
買
若
し
く
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
価
格
そ
の

て
、
当
該
有
価
証
券
の
売
買
若
し
く
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
価
格
そ
の

他
の
取
引
の
条
件
の
決
定
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
行
う
も
の
を
い
い
、

他
の
取
引
の
条
件
の
決
定
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
行
う
も
の
を
い
い
、

令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
を
除
く
。

令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
が
整

以
下
こ
の
項
及
び
第
百
五
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行

備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
管
理
体
制
は
、
第
一
項
の
要
件
の
ほ
か
、
次
に

う
も
の
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
が
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
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掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
理
体
制
は
、
第
一
項
の
要
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

（
最
良
執
行
方
針
等
）

（
最
良
執
行
方
針
等
）

第
百
二
十
四
条

［
略
］

第
百
二
十
四
条

［
同
上
］

２

令
第
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
最
良
の
取
引
の
条
件
で
執
行
す
る

［
項
を
加
え
る
。
］

た
め
の
方
法
及
び
当
該
方
法
を
選
択
す
る
理
由
の
記
載
は
、
取
引
所
金
融
商
品

市
場
等
（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規

定
す
る
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
一
号
及
び
第
六
項
第
四
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
の
取
次
ぎ
そ
の
他
の
執
行
の
方
法
の
内

容
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
含

む
も
の
に
限
る
。
）
を
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
執
行
の
方
法
が
複
数
の
取
引
所
金
融
商
品
市
場
等
（
社
内
取
引
シ
ス

テ
ム
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
最
も
有
利
な
価
格
で

執
行
す
る
た
め
の
取
引
所
金
融
商
品
市
場
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り

自
動
的
に
選
択
す
る
方
法
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨
及
び
次
に

掲
げ
る
事
項

イ

当
該
方
法
に
お
い
て
価
格
を
比
較
す
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
等

ロ

当
該
方
法
に
お
け
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
等
の
選
択
の
方
法
及
び
順

序
（
複
数
の
取
引
所
金
融
商
品
市
場
等
に
お
け
る
最
も
有
利
な
価
格
が
同

一
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

ハ

注
文
の
執
行
に
要
す
る
時
間
の
差
に
よ
り
生
ず
る
金
融
商
品
市
場
に
お
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け
る
相
場
に
係
る
変
動
、
市
場
間
の
格
差
等
を
利
用
し
た
取
引
戦
略
へ
の

対
応
方
針
及
び
対
応
策
の
概
要

二

当
該
執
行
の
方
法
が
個
人
で
あ
る
顧
客
の
注
文
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

そ
の
旨

イ

社
内
取
引
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
と
き
。

ロ

最
良
の
取
引
の
条
件
と
し
て
最
も
有
利
な
価
格
で
執
行
す
る
こ
と
以
外

の
顧
客
の
利
益
と
な
る
事
項
を
主
と
し
て
考
慮
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
と

き
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

２

［
同
上
］

そ
の
本
店
等
に
お
い
て
最
良
執
行
方
針
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
最
良
執

行
方
針
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
見
や
す
い
よ
う
に
掲

示
す
る
方
法
又
は
最
良
執
行
方
針
等
を
閲
覧
に
供
す
る
方
法
及
び
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
場
所
（
そ

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
場
所
（
そ

の
本
店
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に

の
本
店
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
有
価
証
券
等
取
引
（
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証

お
い
て
有
価
証
券
等
取
引
（
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証

券
等
取
引
を
い
う
。
第
六
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
顧
客
の

券
等
取
引
を
い
う
。
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
顧
客
の

注
文
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
顧
客
の
注
文
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
場

注
文
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
顧
客
の
注
文
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
場

合

顧
客
の
注
文
を
受
け
る
営
業
所
等
ご
と
に
、
最
良
執
行
方
針
等
を
見
や

合

顧
客
の
注
文
を
受
け
る
営
業
所
等
ご
と
に
、
最
良
執
行
方
針
等
を
見
や

す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
方
法
又
は
最
良
執
行
方
針
等
を
閲
覧
に
供
す
る
方
法

す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
方
法
又
は
最
良
執
行
方
針
等
を
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

［
略
］

二

［
同
上
］

４
・
５

［
略
］

３
・
４

［
同
上
］
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６

法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
最
良
執
行
方
針
等
に
従
っ
て
執
行
さ

５

［
同
上
］

れ
た
旨
を
説
明
し
た
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
最
良
執
行
説
明
書
」
と
い
う
。

）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

三

約
定
日
時
及
び
執
行
し
た
金
融
商
品
市
場
（
社
内
取
引
シ
ス
テ
ム
を
使
用

三

約
定
日
時
及
び
執
行
し
た
金
融
商
品
市
場
そ
の
他
執
行
の
方
法

し
て
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
社
内
取
引
シ
ス
テ
ム
を
含
む
。
）
そ
の
他
執
行

の
方
法

四

執
行
の
方
法
が
第
二
項
第
一
号
の
方
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

［
号
を
加
え
る
。
］

、
約
定
価
格
及
び
当
該
方
法
に
お
い
て
比
較
し
た
各
取
引
所
金
融
商
品
市
場

等
に
お
け
る
最
も
有
利
な
価
格

７

［
略
］

６

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


